
 

富 田 林 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条

例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 の あ ら ま し  

 

１  市 町 村 域 水 道 事 業 の 業 務 の 標 準 化 に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

２  こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 及 び 同 年 10月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  

 

 


